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文科省

生
徒
支
援
加
配
を
要
求

　

外
務
省
・
総
合
外
交
政
策

局
（
人
道
人
権
課
）
に
は
、

吉
岡
昇
事
務
局
次
長
、
三
枝

茂
夫
幹
事
、
神
澤
和
明
幹
事

ら
が
以
下
の
申
入
れ
を
行
い

ま
し
た
。
省
側
は
、
人
道
人

権
課
の
３
名
の
幹
部
職
員
が

対
応
。
①
公
正
で
独
立
し
た

国
内
人
権
機
関
の
設
置
。
②

「
女
性
差
別
撤
廃
条
約
」
の

　

文
部
科
学
省
交
渉
は
、
橋

本
忠
巳
副
議
長
を
代
表
に
各

県
代
表
20
人
が
参
加
、
省
側

か
ら
は
初
等
中
等
教
育
局
財

務
課
な
ど
関
係
課
が
対
応
。

　

義
務
教
育
の
国
庫
負
担
制

度
維
持
、
教
職
員
定
数
確
保

と
給
与
水
準
の
維
持
は
可
と

し
た
も
の
の
、
就
学
援
助
の

高
校
へ
の
拡
大
要
求
に
は

「
義
務
教
育
で
な
い
た
め
困

難
」
と
例
年
通
り
の
回
答
、

私
学
助
成
増
額
要
求
に
は

「
社
会
保
障
費
増
の
た
め
今

年
度
よ
り
31
億
円
減
で
査
定

さ
れ
た
」
と
し
、
学
校
施
設

耐
震
化
促
進
の
た
め
建
築
費

補
助
単
価
は
「
来
年
度
予
算

で
37
％
引
き
上
げ
る
、
今
後

も
努
力
す
る
」
と
回
答
。

　

青
年
の
就
職
難
に
関
わ
っ

て
、「
正
規
労
働
の
拡
大
を
」

の
要
求
に
は
明
確
な
回
答
は

な
く
、
新
規
学
卒
者
の
求
職

確
保
で
は
大
学
が
１
月
20
日

現
在
で
内
定
者
80
・
３
％
、

未
内
定
者
の
支
援
に
取
り
組

む
と
回
答
。
統
一
応
募
書
式

の
徹
底
要
求
に
大
学
生
は

「
大
学
指
定
書
類
」
に
よ
っ

て
い
る
と
し
ま
し
た
。

　

内
心
の
点
数
化
に
つ
な
が

る
「
道
徳
教
育
の
教
科
化
」

反
対
要
求
に
は
、「
道
徳
教
育

の
充
実
に
関
す
る
懇
談
会
か

ら
も
数
値
に
よ
る
評
価
は
不

適
切
と
の
提
言
に
従
い
、
点

数
に
よ
る
評
価
は
せ
ず
、
発

達
を
文
章
で
表
記
す
る
こ
と

記
述
で
あ
り
「
学
習
指
導
要

領
」
の
見
直
し
を
の
指
摘

に
、「
学
習
指
導
要
領
に
基

づ
い
て
教
科
書
会
社
が
判

断
」
と
形
式
的
な
回
答
。
関

連
し
て
、
三
重
県
伊
勢
市
の

旧
同
和
地
区
を
「
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
」
と
称
し
て
小
中

学
生
が
バ
ス
で
何
度
も
見
学

に
来
た
り
、
子
ど
も
に
「
出

身
宣
言
」
を
迫
り
、
拒
む
と

出
て
行
け
と
居
住
権
さ
え
奪

わ
れ
か
ね
な
い
人
権
侵
害
が

市
教
委
管
轄
の
教
育
集
会
所

を
拠
点
に
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
へ
の
是
正
指
導
の
訴
え
が

あ
り
ま
し
た
。
（
本
紙
先
月
号

と
と
の
要
求
に
省
は
、
財
源

が
厳
し
い
中
で
ア
イ
ヌ
を
含

め
給
付
制
は
困
難
と
し
、
貸

与
型
の
奨
学
金
が
ア
イ
ヌ
政

策
推
進
会
議
で
、
道
外
の
人

の
子
弟
の
高
校
の
成
績
評
価

３
・
５
を
３
・
２
に
し
て
平

成
26
年
度
か
ら
対
応
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
と
回
答
。

さ
ら
に
、
北
大
ほ
か
旧
帝
大

が
ア
イ
ヌ
の
墓
を
掘
り
起
こ

し
遺
骨
や
副
葬
品
を
研
究
資

料
と
し
て
持
ち
去
っ
た
こ
と

へ
の
抗
議
に
つ
い
て
の
省
と

し
て
の
対
応
へ
の
質
問
に

は
、
解
決
に
向
け
て
該
当
す

る
12
大
学
に
協
力
を
求
め
て

い
く
と
回
答
。

　

交
渉
で
ア
イ
ヌ
民
族
関
連

の
省
の
回
答
の
中
で
使
わ
れ

る「
日
本
人
」
の
意
味
に
つ
い

て
議
論
に
な
り
ま
し
た
が
、

時
間
の
関
係
で
納
得
い
く
回

答
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
中
断
。

　

「
日
の
丸
・
君
が
代
」
に

つ
い
て
は
「
内
心
に
関
係
な

就職難、道徳の教科化、同和教育、アイヌ奨学金など問題
点を指摘し改善をせまる全国人権連＝文科省、1月30日

政
府
報
告
に
関
わ
り
、
か
つ

て
の
「
同
和
地
区
や
住
民
」

を
対
象
と
す
る
「
実
態
調

査
」
は
不
能
・
不
要
。
③
い

わ
ゆ
る
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
」
対
策
に
関
す
る
認
識
は

ど
う
か
。「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
」
規
制
は
、
国
民
の
言
論

表
現
の
自
由
を
侵
害
・
抵
触

す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら

く
」
教
員
は
職
務
命
令
に
従

い
児
童
生
徒
は
学
校
の
指
導

に
従
う
こ
と
、
各
大
学
は
自

主
的
に
判
断
、
保
護
者
に
は

強
制
す
る
立
場
に
な
い
、
と

回
答
。
省
の
障
が
い
者
の
法

定
雇
用
は
２
・
35
％
。
全
国

学
力
調
査
の
実
施
お
よ
び
結

果
公
表
の
中
止
要
求
に
、

「
教
育
の
機
会
均
等
と
学
力

の
充
実
向
上
に
役
立
て
る
」

パ
リ
原
則
に
沿
っ
た

人
権
機
関
の
設
置
を

外務省

に
な
っ
て
い
る
」と
回
答
。

　

生
徒
支
援
加
配
の
適
正
配

置
と
大
幅
な
増
員
要
求
で
省

は
、

児
童
生
徒
の
学
習
指

導
、
生
徒
指
導
又
は
進
路
指

導
の
特
別
の
配
慮
を
行
う
必

要
性
に
照
ら
し
て
措
置
す
る

も
の
と
回
答
。
交
渉
団
か
ら

は
、
か
つ
て
の
一
部
の
「
同

和
教
育
推
進
教
員
」
同
様
に

「
加
配
教
員
」
が
「
解
同
」

の
運
動
と
一
体
の
全
国
人
権

教
育
研
究
協
議
会
（
全
人

協
）
の
方
針
に
基
づ
い
て
活

動
し
て
い
る
各
地
の
異
常
な

状
況
が
報
告
さ
れ
、
適
正
配

置
と
趣
旨
に
そ
っ
た
加
配
と

す
る
よ
う
要
求
。

　

同
和
問
題
に
関
わ
る
教
科

書
記
述
が
、
解
決
の
到
達
や

歴
史
研
究
の
成
果
や
児
童
生

徒
の
発
達
段
階
を
無
視
し
た

趣
旨
に
そ
っ
た

平成26年度

児童生徒支援加配の配分状況
1 北海道 223 25 滋 賀 131

2 青 森 86 26 京 都 263

3 岩 手 240 27 大 阪 542

4 宮 城 287 28 兵 庫 455

5 秋 田 48 29 奈 良 123

6 山 形 62 30 和歌山 104

7 福 島 483 31 鳥 取 137

8 茨 城 222 32 島 根 90

9 栃 木 204 33 岡 山 172

10 群 馬 172 34 広 島 246

11 埼 玉 233 35 山 口 128

12 千 葉 292 36 徳 島 123

13 東 京 185 37 香 川 71

14 神奈川 329 38 愛 媛 168

15 新 潟 121 39 高 知 107

16 富 山 46 40 福 岡 449

17 石 川 68 41 佐 賀 38

18 福 井 38 42 長 崎 131

19 山 梨 64 43 熊 本 102

20 長 野 111 44 大 分 102

21 岐 阜 113 45 宮 崎 88

22 静 岡 172 46 鹿児島 102

23 愛 知 519 47 沖 縄 58

24 三 重 223 計 8471

公営住宅の入居基準（本来階層）を引き上げた事業主体に

ついて

○埼玉県：東秩父村

○東京都：狛江市、三宅村、御蔵島村

○愛知県：設楽町、豊根村

○奈良県：�五條市、曽爾村、下市村、黒滝村、天川村、　　　

野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村

○和歌山県：�有田川町、由良町、日高川町

○島根県：川本町

○愛媛県：上島町

○高知県：仁淀川町、檮原町

上尾市のUR(都市再生機構)団地の家賃改定について

ＵＲ都市機構

　ＵＲ賃貸住宅の家賃は、「独立行政法人都市再生機

構法」（平成15年法律第100号）第25条において、近

傍同種の住宅の家賃（以下「近傍同種家賃」といい

ます。）を基準として定めることとされております。

　家賃改定は、現在お住まいの方の家賃（継続家

賃）と近傍同種家賃の間に乖離がある場合に、その

格差是正を目的として実施するものであり、その内

容は、平成11年に原価家賃制度から市場家賃制度に

移行した際、居住者代表を含む有識者の意見を聞い

て取りまとめられた「継続家賃改定ルール」に従

い、3年ごとに乖離の概ね1/3を引き上げるというも

のです。

　また、実施にあたっては、「継続家賃改定ルール」

に基づき、激変緩和措置を議じる等、急激な家賃上

昇とならないような算定方法としているほか、低所

得の高齢者世帯等に対しては、その居住の安定を図

る観点から、家賃改定に伴う家賃上昇を抑制する特

別措置を講じ、特段の配慮をしているところです。

　なお、平成26年4月の実施においては、上記に加

え、国土交通大臣からの要請を受け、機構において

検討を行つた結果、負担軽減措置を講じております。

な
い
。
新
規
立
法
に
つ
い
て

は
慎
重
な
対
応
を
求
め
る
。

国
連
の
関
係
委
員
会
は
「
人

種
」
の
「
世
系
」
概
念
に
部

落
問
題
は
含
む
と
す
る
が
、

政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

　

特
に
国
内
人
権
機
関
の
設

置
に
関
し
て
は
、
国
連
パ
リ

原
則
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
や
、
イ
ス
ラ
ム
国
人
質

事
件
の
早
期
解
決
へ
の
期

待
、
女
性
の
地
位
向
上
等
も

話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。

（
吉
岡
昇
）

「
数
値
の
公
表
、
学
校
の
順

位
づ
け
を
行
な
わ
な
い
等
の

配
慮
事
項
を
ふ
ま
え
て
学
校

名
の
公
表
は
教
委
の
判
断
」

と
回
答
。
高
校
中
退
問
題
は

「
減
少
し
て
い
る
が
依
然
と

し
て
教
育
課
題
」
と
の
回
答

等
々
、
問
題
に
す
べ
き
回
答

に
終
始
し
ま
し
た
。

（
三
枝
茂
夫
）

で
詳
細
を
報
道
）

　

国
会
で
の
「
ア

イ
ヌ
民
族
を
先
住

民
族
と
す
る
こ
と

を
求
め
る
決
議
」

（
２
０
０
８
年
）

を
活
か
し
、
ア
イ

ヌ
民
族
関
係
者
で

高
校
・
大
学
進
学

者
へ
の
奨
学
金
を

給
付
制
と
し
全
国

で
受
け
ら
れ
る
よ

う
責
任
を
も
つ
こ

　

「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
は
人

権
侵
害
で
犯
罪
」。
人
権
問

題
で
の
考
え
方
の
違
い
を
こ

え
て
、
そ
の
一
点
で
共
闘
し

よ
う
と
３
月
１
日
、
人
権
連

京
築
地
協
の
平
塚
新
吾
会
長

と
田
中
健
一
行
橋
市
議
が
呼

び
か
け
人
に
な
っ
て
「
ヘ
イ

ト
ス
ピ
ー
チ
問
題
」
を
考
え

る
学
習
会
を
行
橋
公
民
館
で

開
催
、
市
民
や
行
橋
市
人
権

課
の
職
員
ら
60
人
が
参
加
し

ま
し
た
。
元
北
九
州
朝
鮮
初

中
学
校
教
員
の
金
令
順
（
キ

ム
ユ
ン
ス
ン
）
Ｎ
Ｐ
Ｏ
次
世

代
支
援
Ｇ
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｎ
Ｅ

Ｔ
理
事
長
が
「
日
本
に
お
け

る
人
種
差
別
を
考
え
る
～
ヘ

イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
中
心
に
」

で
1
時
間
講
演
し
ま
し
た
。

　

キ
ム
さ
ん
は
冒
頭
、
昨
年

７
月
に
熊
本
で
「
在
日
コ
リ

ア
ン
か
ら
見
た
ヘ
イ
ト
ス
ピ

ー
チ
問
題
」
で
講
演
し
た

が
、「
在
特
会
」（
在
日
特
権

を
許
さ
な
い
市
民
の
会
）
な

ど
か
ら
妨
害
さ
れ
る
不
安
が

あ
っ
た
が
、
最
近
は
市
民
の

理
解
が
広
が
っ
た
せ
い
か
、

不
安
は
少
し
薄
ら
い
だ
と
感

想
を
吐
露
。「
ヘ
イ
ト
の
被

害
者
で
あ
る
在
日
ら
当
事
者

が
主
体
と
な
っ
て
、
市
民
に

語
れ
る
場
が
広
が
る
こ
と
を

期
待
し
た
い
」
と
思
い
を
訴

え
ま
し
た
。

　

ま
ず
最
初
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

「
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代
」

で
放
映
さ
れ
た
「
ヘ
イ
ト
ス

ピ
ー
チ
」
の
映
像
を
紹
介
、

在
特
会
の
街
頭
デ
モ
の
実
態

を
参
加
者
に
考
え
さ
せ
、
在

日
特
権
に
つ
い
て
資
料
で
、

在
特
会
の
言
い
分
が
い
か
に

事
実
を
歪
曲
し
、
歴
史
的
経

過
を
無
視
し
た
悪
質
な
宣
伝

で
あ
る
か
を
証
明
し
て
見
せ

ま
し
た
。

　

国
連
の
人
種
差
別
撤
廃
委

員
会
な
ど
か
ら
の
日
本
政
府

に
対
す
る
法
規
制
の
勧
告
を

紹
介
し
な
が
ら
、
表
現
の
自

由
に
抵
触
し
な
い
何
ら
か
の

罰
則
を
と
も
な
う
法
規
制
が

必
要
で
は
と
問
題
提
起
。

　

質
疑
で
は
参
加
者
か
ら
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
、
と
く
に
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
ニ
ュ
ー
ス
が
偏
向
し
て

ひ
ど
い
、
ヘ
イ
ト
問
題
を
意

図
的
に
避
け
る
マ
ス
コ
ミ
の

消
極
的
な
姿
勢
に
批
判
が
集

中
。
人
権
連
の
会
員
か
ら
は

「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
法
規

制
に
は
表
現
の
自
由
の
観
点

か
ら
慎
重
な
対
応
が
必
要
で

は
な
い
の
か
。
ヘ
イ
ト
に
対

す
る
大
阪
市
人
権
審
議
会
の

答
申
の
基
本
的
な
考
え
方
が

一
つ
の
参
考
に
な
る
の
で

は
」
と
の
意
見
が
だ
さ
れ
ま

し
た
。

　

呼
び
か
け
人
ら
は
、
ヘ
イ

ト
ス
ピ
ー
チ
の
学
習
会
を
今

後
、
継
続
し
て
開
き
、
市
民

の
中
に
理
解
を
広
め
た
い
と

し
て
い
ま
す
。

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
問
題
を
考
え
る

当
事
者
発
言
の
場
の
確
保
を


